
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定マーク『Ｇマーク』 

 

 

 

 

 

 

 

  

  申請件数が初めて９千件を突破 

 全国貨物自動車運送適正化事業実施機関である公益社団法人全日本トラック

協会は、「平成 28年度貨物自動車運送事業安全性評価事業」として、平成 28年

7 月 1 日（金）から 7 月 14 日（木）までの申請受付期間中、地方貨物自動車運

送適正化事業実施機関（各都道府県トラック協会）を通じて、申請資格要件等

をクリアした 9,225 事業所の申請を受理しました。（平成 28 年熊本地震に係る

特例措置の対象となる熊本県内の事業所を除く。） 

 事業発足から 14年目にあたる平成 28年度は、新規申請として１,８６３事業

所（前年度比▲４０１事業所）と前年度と比べて減少件数となりました。更新

申請については、前年度より４回目更新が始まったこと、また、今回の更新対

象となる事業所数が多いことから、７,３６２事業所（前年度比＋１,２０６事

業所）となりました。 

 なお、更新申請の内訳としては、初回更新申請（平成 26年度新規申請で認定

された事業所に係る更新申請）が２,４０９事業所、２回目更新申請（平成 25

年度初回更新申請で認定された事業所に係る更新申請）が２,１７９事業所、３

回目更新申請（平成 24年度２回目更新申請で認定された事業所に係る更新申請）

が１,２８３事業所、そして、４回目更新申請（平成 24 年度３回目更新申請で

認定された事業所に係る更新申請）が１,４９１事業所となっています。 

 今後、評価基準に基づき申請書類の審査を厳正に行い、本年 12月中旬に平成

28年度『安全性優良事業所』を認定・公表する予定です。 

 

 

 

報道関係各位 平成２８年７月２２日 

（公社）全日本トラック協会 

全日本トラック協会ニュース 
平成 28 年度貨物自動車運送事業安全性評価事業 

９，２２５事業所の申請を受理 
新規申請１，８６３事業所、更新申請７，３６２事業所 

“Ｇ”の由来は、 

Good「良い」、Glory「繁栄」の 

頭文字「Ｇ」を取ったものです。 

 

本件のお問い合わせ先  公益社団法人 全日本トラック協会 

適正化事業部  板倉･柳川･布施･廣瀬･相原･大里  ☎ 03-3354-1067（適正化事業部直通） 

総務部広報室  齋藤                         ☎ 03-3354-1029（広報室直通） 

ホームページ  http://www.jta.or.jp 



平成 2８年度貨物自動車運送事業安全性評価事業に係る申請の状況 

 
新規申請 更新申請 

 
合計 

初回 ２回目 ３回目 ４回目 

申請件数 1,863 7,362 2,409 2,179 1,283 1,491 9,225 

前年度比 ▲401 +1,206 +784 ▲4 +150 +276 +805 

 

申請件数の推移 

 

 

【平成 28年度貨物自動車安全性評価事業のスケジュール】 

・5月 2日（月）～6月 30日（木） 申請書類の頒布 

 ※インターネットによる入手の場合、4月 18日（月）～7月 14日（木） 

・7月 1日（金）～7月 14日（木） 申請書類の受付（地方実施機関にて実施） 

 ※平成 28年熊本地震に係る特例措置の対象となる熊本県内の事業所について

は、9月 1日～9月 14日に申請書類の受付を行う。 

・12月中旬（予定） 安全性優良事業所の認定 
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利用者がより安全性の高い事業者を選びやすくするとともに、事業者全体

の安全性向上に対する意識を高めるため、事業者の安全性を正当に評価し、

認定し、公表する制度であり、平成 15年 7月より開始。 

認定を受けた事業所は認定証が授与されるとともに、認定マーク及び認定

ステッカーを「安全性優良事業所」の証しとして使用することが認められ、

「安全性優良事業所」であることを荷主企業や一般消費者等にアピールする

ことができます。 

平成 28年 3月現在、全国で 22,242事業所を「安全性優良事業所」として

認定しています。 

 

 

 

貨物自動車運送事業安全性評価事業（Ｇマーク制度）とは 

 



平成２８年７月２２日
全国貨物自動車運送適正化事業実施機関

ﾌﾞﾛｯｸ名 地区名 新規 初回更新 ２回目更新 ３回目更新 ４回目更新 合　計

札　幌 34 47 54 45 36 216
函　館 1 12 12 7 5 37
室　蘭 4 18 9 10 11 52
旭　川 9 18 16 7 16 66
帯　広 9 7 12 10 6 44
釧　路 7 4 7 5 8 31
北　見 1 7 5 5 10 28

計 65 113 115 89 92 474
青　森 20 9 29 21 10 89
岩　手 23 26 14 32 25 120
宮　城 59 66 35 30 24 214
秋　田 13 12 17 16 25 83
山　形 11 12 20 19 26 88
福　島 37 36 32 24 26 155

計 163 161 147 142 136 749
茨　城 90 103 55 21 29 298
栃　木 40 63 37 18 12 170
群　馬 32 77 46 29 19 203
埼　玉 130 154 121 82 56 543
千　葉 99 126 109 49 43 426
東　京 91 211 143 69 79 593
神奈川 105 133 117 46 46 447
山　梨 26 13 25 12 11 87

計 613 880 653 326 295 2,767
新　潟 49 82 38 44 50 263
長　野 27 26 44 33 56 186
富　山 16 30 21 20 19 106
石　川 27 38 20 19 16 120

計 119 176 123 116 141 675
福　井 10 18 16 8 21 73
岐　阜 26 27 45 14 13 125
静　岡 83 93 82 62 39 359
愛　知 132 111 111 90 128 572
三　重 36 27 50 21 13 147

計 287 276 304 195 214 1,276
滋　賀 31 47 27 11 14 130
京　都 33 35 43 24 39 174
大　阪 123 158 136 71 98 586
兵　庫 61 134 88 41 67 391
奈　良 5 16 12 6 30 69
和歌山 13 14 31 6 5 69

計 266 404 337 159 253 1,419
鳥　取 7 6 10 34 14 71
島　根 16 13 21 10 14 74
岡　山 41 54 42 23 43 203
広　島 37 51 60 33 53 234
山　口 13 22 34 14 22 105

計 114 146 167 114 146 687
徳　島 10 11 22 12 10 65
香　川 20 29 21 12 18 100
愛　媛 25 45 25 15 17 127
高　知 17 8 20 11 5 61

計 72 93 88 50 50 353
福　岡 60 69 138 41 56 364
佐　賀 15 27 14 13 10 79
長　崎 19 13 23 9 10 74

熊　本※ 0 0 0 0 0 0
大　分 14 18 22 6 25 85
宮　崎 30 12 24 9 18 93
鹿児島 23 17 13 9 45 107
沖　縄 3 4 11 5 0 23

計 164 160 245 92 164 825

1,863 2,409 2,179 1,283 1,491 9,225

※熊本は平成28年熊本地震の特例措置により9月1日（木）～9月14日（水）に申請受付を実施する。

初回更新 　: 平成２６年度に新規で認定を受けた事業所
２回目更新 : 平成２５年度に更新１回目で認定を受けた事業所
３回目更新 : 平成２４年度に更新２回目で認定を受けた事業所
４回目更新 : 平成２４年度に更新３回目で認定を受けた事業所

九　州

全　国　計

北陸信越

中　部

近　畿

中　国

平成２８年度貨物自動車運送事業安全性評価事業　申請事業所数

東　北

関　東

北海道

四　国


